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（平成元年３月２９日 地車第４４号 地備第５７号） 

 

最終改正：平成２７年３月２３日 国自安第２４６号 国自整第３４２号 

 

 

１ 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号。以下「規則」という。）第２条

第１１号に規定する「自動車の装置の故障（以下単に「故障」という。）により、自動車

が運行できなくなったもの」とは、次に掲げるものをいう。 

イ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することが

できなかったもの 

ロ．装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理

等により運行を再開したもの 

２ 規則第２条第１５号の｢指示｣は、地方運輸局長（沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）

又は運輸支局長（神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局陸運事務所長を含む。以下同じ。）

を通じて行うものとする。 

３ 報告書の提出 

運輸支局長は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事

業者を除く。）、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者（主として指

定都道府県等（道路運送法施行令（昭和２６年政令第２５０号）第４条第１項の指定都

道府県等をいう。）の区域内において自家用有償旅客運送を行う者を除く。）並びに道路

運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条に規定する整備管理者を選任しなけ

ればならない自家用自動車の使用者（以下「事業者等」という。）に規則第２条の事故

があった場合は、規則第３条の自動車事故報告書（以下「報告書」という。）を事故が

あった日（同条第１０号に掲げる事故にあっては事業者等が当該救護義務違反があった

ことを知った日、同条第１５号に掲げる事故にあっては当該指示があった日。以下同じ。）

から３０日以内に提出させること。ただし、事故の規模が大きいと判断される場合又は

事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事故があった日から３０日以内

であっても報告を督促することができる。 

４ 報告書の受理 

（１）運輸支局長は、事業者等より規則第３条の報告書の提出があったときは、当該報

告書について記載事項の記入洩れの有無等の確認を行った後、これを受理すること。 

（２）規則第３条に基づき、整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用
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者に報告書を提出させるのは､整備管理に起因する事故を把握するためであるので、

事故の原因その他の欄の記載については、その点に留意して指導すること。 

５ 報告書の進達 

（１）地方運輸局長への進達 

運輸支局長は、報告書を受理した場合、１通を控とし、２通を報告書を受理した

日から１５日以内に地方運輸局長に進達すること。 

（２）国土交通大臣への進達 

地方運輸局長は、運輸支局長より進達のあった報告書を１通を控とし、１通を報

告書を受理した日から１０日以内に国土交通大臣に進達すること。 

なお、地方運輸局長は、必要があると認めた場合は、当該事故に対する意見、当

該事故に基づいて実施した又は実施予定の事故防止対策を添えて報告すること。 

６ 報告書の集計 

（１）地方運輸局長は､運輸支局長より進達のあった報告書の集計及び報告については、

別に定める方法によりこれを実施すること。 

（２）地方運輸局長は、前項の集計結果を事業者等の関係者への指導、監督等に活用し、

事故防止を図ること。 

７ 報告書の保管 

地方運輸局長及び運輸支局長（以下｢地方運輸局長等｣という。）は、報告書を３年間

保管すること。 

８ 速報 

（１）規則第４条の｢指示｣は、地方運輸局長又は運輸支局長を通じて行うものとする。 

（２）地方運輸局長等は、規則第４条及び「自動車運送事業者等が引き起こした社会的

影響が大きい事故の速報に関する告示」（平成２１年１１月２０日国土交通省告示第

１２２４号。以下「告示」という。）の規定に基づく速報（以下｢速報｣という。）の

ほか、事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影響が大きいと判断

される場合には、当該事故の概要について直ちに国土交通大臣に対し報告すること。 

（３）地方運輸局長等は、速報の受理、報告その他の取扱いに関する体制を整備し、当

該取扱いについて関係職員に対し周知徹底しておくこと。 

９ 実地調査 

地方運輸局長等は､速報又は報告書の提出を受けた事故について、被害が著しく大き

い場合、事故の社会的影響が大きいと判断される場合、速報又は報告書の内容に不明確

な点がある場合など調査を行う必要があると認めたときは、別表１の事故実地調査要領

を参考に実地調査を行うこと。この場合には、実地調査の結果は当該報告書に添付して
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進達すること。 

１０ 事故警報 

地方運輸局長は、類似の事故で被害の著しく大きい事故が発生するおそれがあると判

断されるとき、又は地理的、季節的条件等の誘因により事故が頻発するおそれがあると

判断されるときは、速やかに、規則第５条の規定により、事故防止対策を定め、事業者

等にこれを周知させること。 

また、地方運輸局長は、事故警報を発令したときは、速やかにその内容を国土交通大

臣に報告するとともに、他の地方運輸局長に通報すること。 

１１ 運転者の健康状態に起因する事故 

規則第２条第９号に該当する事故が発生した場合には、別表２に掲げる調査事項を調

査のうえ提出させるよう事業者等を指導すること。 

１２ 車両故障に起因する事故 

（１）運輸支局長は、規則第３条第２項の添付書面（タイヤのパンク、バッテリー不具

合及び灯火装置の不点灯（ヒューズ切れを含む。）の場合は添付を要しない。）等は

別表３によるよう事業者等を指導すること。また、必要に応じて、事業者等に対し

自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付させるよう指導すること。 

（２）地方運輸局長は、規則第２条第１１号又は第１２号に該当する事故で、被害が大

きい場合又は社会的影響が大きいと判断される場合には、次の事項を直ちに自動車

局長に報告すること。また、この場合において、地方運輸局長は類似の事故が発生

するおそれがあると認めるときは、事故発生防止対策の迅速化を図るため、自動車

局長に報告した事項を他の地方運輸局長に適当な方法により、速やかに通報するこ

と。 

① 当該事故の概要及び原因 

② 当該自動車の車名、型式、初度登録年又は初度検査年、車体の形状及び自動車

検査証の有効期間 

③ 別表１中第４第４項の事項 

なお、運輸支局長は、車両故障に起因する事故が発生した場合において、当該報

告者から破損又は脱落した部品の提供があった場合には、調査の必要に応じ当該部

品を地方運輸局長に送付すること。 

地方運輸局長は､当該部品についてさらに調査の必要があると認めた場合には、当該

部品を自動車局長に送付すること。 

１３ 報告書の提出洩れ及び速報洩れの防止 

（１）地方運輸局長等は、監査、研修、運行管理者及び整備管理者の選任等の届出の受
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理の際等、機会あるごとに、規則第３条の規定による報告書の提出並びに規則第４

条及び告示の規定による速報が確実になされるよう事業者等を指導すること。 

（２）自動車運送事業用自動車が死亡事故及び重傷事故を引き起こした場合には、警察

庁との協議により、警視総監又は道府県警察本部長から運輸支局長あて次の様式に

より通報されることとなっているので、報告書の提出洩れ及び速報洩れの防止を図

るため相互に密接な情報交換を行うこと。 

 

事業用自動車の死亡、重傷事故 

発生年月日 事業者名（甲） 事業者名（乙） 警察署名 

        

 

 

附則（平成２７年３月２３日付け国自安第２４６号、国自整第３４２号） 

改正後の通達は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律（平成２６年法律第５１号）の施行の日（平成２７年４月１日）

から施行する。 


